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１．水素エネルギー利活用の意義
／対応の方向性（総論）



n 多岐にわたる分野において、水素の利活用を抜本的に拡大することで、大幅な省エネルギー、エネルギーセ

キュリティの向上、環境負荷低減に大きく貢献できる可能性がある。

n さらに、「将来の二次エネルギーでは、電気、熱に加え水素が中心的役割を担うことが期待され」ており、

「“水素社会”の実現に向けた取組の加速」が必要（「エネルギー基本計画」）。

【水素エネルギー利活用の意義】 【水素エネルギー利活用の形態】

産業ガス

従来
ロケット燃料

現在

将来

燃料電池自動車
（FCV）

家庭用燃料電池
（エネファーム）

2009年市販開始

FCフォークリフト FCバス

FCスクーター水素ジェット航空機 ポータブルFC

水素発電・業務用FC

FC鉄道車両

産業ガスや
特殊用途

エネルギー
利用本格化

2014年市販開始

多様な
用途

FC：燃料電池

①省エネルギー
燃料電池の活用によって高いエネルギー効率が可能

②エネルギーセキュリティ
水素は、副生水素、原油随伴ガス、褐炭といった未利用
エネルギーや、再生可能エネルギーを含む多様な一次エ
ネルギー源から様々な方法で製造が可能であり、地政学
的リスクの低い地域からの調達や再エネ活用によるエネ
ルギー自給率向上につながる可能性

③環境負荷低減
水素は利用段階でＣＯ２を排出しない。さらに、水素の製
造時にＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留技術）を組み合わせ、
又は再エネを活用することで、トータルでのＣＯ２フリー化
が可能

④産業振興
日本の燃料電池分野の特許出願件数は世界一位である
等、日本が強い競争力を持つ分野

水素エネルギー利活用の意義
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n 水素をエネルギーとして利用する“水素社会”についての包括的な検討を進めるべき時期に差し掛かっている。
n 将来の二次エネルギーでは、電気、熱に加え、水素が中心的役割を担うことが期待される。

第３章 第８節 ３．“水素社会”の実現に向けた取組の加速

（１）定置用燃料電池（エネファーム等）の普及・拡大

家庭用（エネファーム）は２０３０年に５３０万台導入することを目標に、市場自立化に向けた導入支援や技術開発・標準化を通
じたコスト低減を促進。

業務・産業用も早期実用化を目指し技術開発や実証を推進。

（２）燃料電池自動車の導入加速に向けた環境の整備

２０１５年から商業販売が始まる燃料電池自動車の導入を推進するため、規制見直し等によって水素ステーション１００ヶ所整
備の目標を達成するとともに、低コスト化のための技術開発等によりステーションの整備を促進。

（３）水素の本格的な利活用に向けた水素発電等の新たな技術の実現

水素の利用技術の実用化については、水素発電にまで拡がっていくことが期待。技術開発を含めて戦略的な取組を今から着
実に推進。

（４）水素の安定的な供給に向けた製造、貯蔵・輸送技術の開発の推進

水素をより安価で大量に調達するため、先端技術等による水素の大量貯蔵・長距離輸送など、水素の製造から貯蔵・輸送に
関わる技術開発等を今から着実に推進。

（５）“水素社会”の実現に向けたロードマップの策定

“水素社会”の実現に向けたロードマップを本年春を目途に策定し、その実行を担う産学官による協議会を早期に立ち上げ。

エネルギー基本計画（水素部分概要） （２０１４年４月１１日閣議決定）

「水素社会」の実現（エネルギー基本計画）
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n 水素エネルギー利活用の促進に向けて、需要に見合った水素の安価・安定的な供給のため、水素の「製
造」「貯蔵・輸送」「利用」まで一気通貫したサプライチェーン構築が重要。

n 各種の取組を進めるため、経済産業省に産学官からなる「水素・燃料電池戦略協議会」を設置。同協議会
での議論を経て、２０１４年６月にロードマップを策定。（６月２４日公表）

n 「日本再興戦略」改訂２０１４（６月２４日閣議決定）において、「ロードマップに基づき必要な措置を着実に進
める」こととされた。

浅見 孝雄 日産自動車（株） 専務執行役員
有賀 敬記 大陽日酸(株) 常務取締役
伊勢 清貴 トヨタ自動車（株） 取締役・専務役員
市江 正彦 (株)日本政策投資銀行 取締役常務執行役員
上羽 尚登 岩谷産業(株) 取締役副社長
内田 幸雄 JX日鉱日石エネルギー(株) 取締役副社長執行役員
小川 洋 福岡県知事

●柏木 孝夫 東京工業大学 特命教授
上地 崇夫 千代田化工建設(株) 常務執行役員
亀山 秀雄 (一社) 水素エネルギー協会 会長
久德 博文 大阪ガス(株) 代表取締役副社長執行役員
久米 雄二 電気事業連合会 専務理事
倉田 健児 (独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 副理事長
小林 裕明 東京ガス（株） 常務執行役員
崎田 裕子 ジャーナリスト・環境カウンセラー

ＮＰＯ法人持続可能な社会をつくる元気ネット 理事長
佐々木 一成 九州大学 次世代燃料電池産学連携研究センター長
髙田 廣 川崎重工業(株) 代表取締役副社長
中尾 正文 旭化成(株) 取締役上席執行役員
福尾 幸一 本田技研工業(株) 常務執行役員
前川 治 （株）東芝 執行役上席常務
馬渕 洋三郎 三菱日立パワーシステムズ(株) 副社長執行役員
吉田 守 パナソニック(株) 常務取締役
渡辺 政廣 山梨大学 燃料電池ナノ材料研究センター長

（※●：座長、五十音順。役職は委員就任当時。）

水素・燃料電池戦略協議会（委員）水素サプライチェーンのイメージ

油田・ガス田
随伴ガス 等

褐炭 等

再生可能
エネルギー

電力

液体水素
有機ハイドライド

パイプライン

高圧ガス水素

燃料電池自動車

分散型電源

水素ステーション

水素発電
etc

水
素

水
素

水
素

水
素

水
素

水
素

水素社会の実現に向けたロードマップの策定と実行
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n フェーズ１（水素利用の飛躍的拡大）：現在～
足元で実現しつつある、定置用燃料電池や燃料電池自動車の活用を大きく広げ、我が国が世界に先行す
る水素・燃料電池分野の世界市場を獲得。

n フェーズ２（大規模な水素供給システムの確立）：２０２０年代後半に実現
水素需要を更に拡大しつつ、水素源を未利用エネルギーに広げ、従来の「電気・熱」に「水素」を加えた新た
な二次エネルギー構造を確立。

n フェーズ３（トータルでのＣＯ２フリー水素供給システムの確立）：２０４０年頃に実現
水素製造にＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留）を組み合わせ、又は再生可能エネルギー由来水素を活用し、
トータルでのＣＯ２フリー水素供給システムを確立する。

2020年

2030年

2040年

フェーズ１

燃料電池の利用拡大

フェーズ２

大規模な水素供給システムの確立

フェーズ３
トータルでのＣＯ２フリー
水素供給システムの確立

2017年
家庭用燃料電池に加え、業
務・産業用燃料電池を市場
投入

2020年頃～2020年代半ば
燃料電池車の普及拡大を
促進する水素価格・車両価
格の実現

2020年代後半
海外からの水素供給システム
確立

2030年頃
水素発電の本格化

2040年頃
ＣＯ２フリー水素供給システム確立

水素供給体制の構築見通しを踏まえた
計画的な開発・実証

開発・実証の加速化
水素供給国との協力関係の構築

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸで
水素の可能性
を世界に発信

【水素社会の実現に向けた対応の方向性】

水素社会の実現に向けた対応の方向性
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水
素
の
「利
用
」

「
輸
送
・
貯
蔵
」

「
製
造
」

２０３０年頃 ２０４０年頃２０２０年頃

水素・燃料電池戦略ロードマップ概要
～全分野一覧～

ﾅﾌｻや天然ｶﾞｽ等
の化石燃料から水
素製造

現状

高圧水素ガスや液
化水素の形態で、
産業ガスとしてごく
一部が流通

※大半は、石油
精製等により
自家消費

現状

定置用
燃料電池

燃料電池車

水素発電

２００９年市場投入
１０万台超が普及

現状

２０１４年１２月
乗用車市販開始
２０１６年
バス市場投入予定

現状

ｶﾞｿﾘﾝ車の燃料代と同等以下の水素価格の実現

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の燃料代と同等以下の水素価格の実現

水素ＳＴの自立的展開

海外での未利用エネ由来
水素の製造、輸送・貯蔵の本格化

再生可能エネルギー等を活用したＣＯ２フリーの水素製造に関する開発・実証

水素ステーションの先行整備

水素ステーションに関する技術開発・規制見直し

ユーザーが５年で投資回収
可能なコストの実現

ユーザーが７、８年で投資回収
可能なコストの実現

２０１７年 業務・産業用の市場投入

発電事業用水素発電の本格導入開始自家発用水素発電の本格導入開始

燃料電池車の自立的な普及拡大（燃料電池車の世界最速普及）

家庭用燃料電池の自立的な普及拡大

自家発用水素発電の本格導入

発電事業用水素発電の本格導入

業務・産業用燃料電池の自立的な普及拡大

①車両の導入支援
②車両の低コスト化・高耐久化等に向けた技術開発

導入支援

実用化に向けた実証、規制見直し

商業ベースでの効率的な水素の国内流通網の拡大
液化水素や有機ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ等の形での

国内流通に関する開発・実証

有機ﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞや液化水素等の形での海外からの
水素輸送・貯蔵の開発・実証

海外からの水素価格（プラント引渡価格）３０円／Ｎｍ３を実現 発電事業用水素発電の本格導入
により水素価格の低減が加速化

フェーズ２： 水素発電の本格導入／大規模な水素供給システムの確立

フェーズ３： トータルでのＣＯ２フリー水素供給システムの確立

ＣＯ２フリー水素
の製造、輸送・貯蔵

の本格化

家
庭
用

国

内

海

外

海外の未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ（副生水素、原油随伴ｶﾞｽ、褐炭等）
からの水素製造の開発・実証

【
水
素
Ｓ
Ｔ
】

【
流
通
】

海外からの未利用エネ由来水素の製造、輸送・貯蔵の本格化 ＣＯ２フリー水素の製造、輸送・貯蔵の本格化

同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格の実現

水素発電ガスタービン等
の開発・実証

（注）赤の矢印は国が重点的に関与する取組を、
青の矢印は民間が中心となって行う取組を指す。

２０１５年頃

フェーズ１： 水素利用の飛躍的拡大（燃料電池の社会への本格的実装）

業
務

産
業
用
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２．燃料電池自動車の普及拡大に向けた取組



燃料電池自動車の市場投入までの経緯

n ２００２年１２月、トヨタ及びホンダが５省庁に燃料電池自動車（ＦＣＶ）をリース（世界初）。

n 水素・燃料電池実証（Japan Hydrogen & Fuel Cell Demonstration Project: JHFC）による本格的な水素ス

テーション実証や、水素ステーションの先行整備を経て、２０１４年１２月に一般販売が開始。

～1999年 2000～2004年 2005～2009年 2010～2014年 2015年～

l (2002.02)国内初の実証水素ステーション完成

l (2011.01)13社による共同声明

l 燃料電池自動車
一般販売開始
（２０１４年１２月）

l (2002.12)トヨタ/ホンダ 官邸へFCVリース

試作車等による研究開発 水素・燃料電池実証（JHFC）

第１期
（２００２年度～）

第２期
（２００６年度～）

第３期
（２０１１年度～１３年度）

商用ステーション
先行整備

（２０１３年度～）

【 燃料電池自動車関連の主な取組の推移 】

トヨタ「MIRAI」販売開始
世界初のリース販売車を官邸に納車

l (2014.07)
国内初の商用水素ステーション
開所

l (2015.01)
トヨタ「MIRAI」第1号車納車

世界初の市販車を4省庁に納車
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＜4大都市圏中心＞
FCV市場投入

水素ステーション集中配置

高速道路へも配置

合計100箇所程度

9

• 初期需要創出の観点から、燃料電池自
動車の量産効果を下支えする導入補助
（２０２万円を補助）

• FCVの低コスト化、高耐久化に向けて、
燃料電池に関する基盤技術開発、水素
タンクに関する技術開発等を促進 • 高圧ガス保安法等の規制について、欧米の

規制を参考にしつつ、圧力容器の設計基準、
使用可能鋼材の制約等を見直す

• 「規制改革実施計画」（２０１３．６）に基づき、
２５項目について規制見直しを加速化

• ＦＣＶの市場投入に先行し、水素ステーショ
ンの整備費用の一部を補助
（整備費用の１／２を補助）

①水素ステーションの整備補助

③規制見直し

• ＦＣＶの普及状況に見合った仕様の確立
• 圧縮機や蓄圧機等の構成機器の低コスト化

に向けた技術開発
• パッケージ型や移動式ステーションの活用

②低廉な水素ステーションの開発等
①燃料電池自動車の導入支援

ＦＣＶ普及 ＋ 水素ステーション整備

→ 双方に同時に取り組む必要

②燃料電池等の技術開発

• 世界統一基準と国内法令の調和や、相
互承認を推進

③海外展開に向けた制度整備

燃料電池自動車
トヨタ自動車：２０１４年１２月１５日の一般販売開始

n ２０１４年１２月に市場投入された燃料電池自動車の普及に向け、２０１５年度までに４大都市圏を中心に
１００箇所程度の水素ステーションの整備を目指す。

n また、２０２５年頃に同車格のハイブリッド車同等の価格競争力を有する車両価格を目指す。燃料となる水素
の価格については、２０２０年頃にハイブリッド車の燃料代と同等以下の水素価格を目指す。

燃料電池自動車の普及拡大
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水素ステーションの先行整備

n ２０１１年１月、国内の自動車会社とエネルギー事業者１３社が、①燃料電池自動車を２０１５年に投入する

こと、②４大都市圏を中心に水素ステーションを整備することについて、共同声明を発表。

n ２０１５年度までに４大都市圏を中心に１００箇所程度の水素ステーションを整備すべく、２０１３年度から先

行整備を開始。政府としても支援を行い、これまでに４５箇所が補助金の交付決定を受けて整備中。

• 自動車会社 トヨタ、日産、ホンダ
• 石油会社 JX日鉱日石エネルギー、出光、

昭和シェル、コスモ石油
• 都市ガス会社 東京ガス、大阪ガス、東邦ガス、西部ガス
• 産業ガス会社 岩谷産業、大陽日酸

４大都市圏への集中配置

高速道路へも配置

合計１００箇所程度

【 民間１３社による共同声明（２０１１年） 】

①燃料電池自動車を２０１５年に市場投入
②４大都市圏を中心に水素ステーションを整備

【 水素ステーションの先行整備（２０１３年～） 】

滋賀県 大津市
大阪府 茨木市

泉佐野市
兵庫県 尼崎市

福岡県 福岡市
北九州市②

山口県 周南市

愛知県 名古屋市②②
岡崎市②
刈谷市
豊田市
日進市
清須市
みよし市

東京都 千代田区
港区
大田区
杉並区
板橋区
練馬区
八王子市

埼玉県 さいたま市②②
川越市
春日部市
狭山市
越谷市
戸田市

千葉県 千葉市
印旛郡

神奈川県 横浜市②①
相模原市
藤沢市
伊勢原市
海老名市

山梨県 甲府市

（※）赤字は移動式

北部九州圏：4箇所

首都圏：26箇所

関西圏：4箇所

中京圏：11箇所

全国：４５箇所
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水素ステーションに係るこれまでの規制見直し①

n 水素ステーションの自立的な普及に向けて、４～５億円かかる整備コスト※を低減するためには、技術開発
に加え、海外に比べて厳しいと言われる規制の見直しを実施していく必要がある。

n ２０１３年５月、安倍総理が成長戦略第２弾の発表の中で、燃料電池自動車用水素タンク、水素ステーショ
ン等に係る規制の一挙見直しを発表。さらに、「規制改革実施計画」（２０１３年６月閣議決定）等を踏まえて、
２５項目に及ぶ規制見直しに着手。

私は、新たなイノベーションに果敢に挑戦する企業を応援し
ます。その突破口は、規制改革です。
例えば、燃料電池自動車。二酸化炭素を排出しない、環境にや
さしい革新的な自動車です。しかし、水素タンクには経産省の
規制、国交省の規制。燃料を充てんするための水素スタンドに
は、経産省の規制の他、消防関係の総務省の規制や、街づくり
関係の国交省の規制という、がんじがらめの規制の山です。
一つずつモグラたたきをやっていても、実用化にはたどりつき
ません。これを、今回、一挙に見直します（中略）。
燃料電池自動車も、（中略）、果たして、何年議論されてきた
でしょうか。もう議論は十分です。とにかく実行に移します。

＜会見での安倍総理発言＞ 高圧ガス保安法
【経済産業省】

l配管等に用いることができる鋼材種の拡大
l配管等の設計係数の緩和（ノズルの軽量化の実現）
l液化水素用水素ステーションの基準整備 等

消防法
【総務省】

建築基準法
【国土交通省】

lガソリンスタンドと水素ス
テーションの併設を可能
とする規制見直し

l市街地において水素供
給に十分な水素量を保
有可能にするための保
有量上限の撤廃

【 安倍総理の成長戦略第２弾スピーチ（13.5.17） 】 【 水素ステーションに関する主な規制の見直し 】

※中規模オフサイトステーションの場合
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・赤字：措置済み ・青字：一部措置又は規制見直しの結論を得たもの ・黒字：検討中

水素ステーションに係るこれまでの規制見直し②

高：高圧ガス保安法
建：建築基準法
都：都市計画法
消：消防法
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水素ステーションに係る規制見直しの代表的な成果

安全係数：４倍、重量４．７ｋｇ（国産）

安全係数：２．４倍
重量：２．８ｋｇ

（ドイツ製）

・安全係数の緩和の手続き簡素化により、重量の半減が可能に。

安全係数：３倍
重量：１．９ｋｇ

（国産）

・炭素繊維を使用することにより、１／３程度のコスト削減。

重量約半減
コスト削減

２．ガソリンスタンド①や天然ガススタンド②との併設が可能へ
（①平成２４年５月、②平成２６年４月）

・既存のガソリンスタンドや天然ガススタンドと併設することにより、建設及び運用
コストが削減。

３．水素充填用のノズルの軽量化へ（平成２６年１０月） ４．水素スタンドに設置する蓄圧器の材質を
鋼製から複合材料（炭素繊維）へ（平成２６年１１月）

n これまでの規制改革実施計画等を踏まえ、水素ステーションに係る規制の見直しを実施。
n 水素ステーションの設置に係る基本的な規制の整備は実施済み。
n 今後、水素ステーションの本格的な普及が期待される。

１．８２ＭＰａの水素スタンドの設置が可能へ（平成２４年１１月、平成２６年１１月）

・燃料電池自動車の航続距離延長に対応するため、８２ＭＰａの水素スタンドの技
術基準を整備。

・敷地面積の制限される都市部にて設置するための技術基準を整備。
・輸送等で効率的な液化水素に対応するための技術基準を整備。
・これらの規制見直しにより、本格的な普及が可能へ。 本格

普及へ

40MPaスタンド

82MPaスタンド、
都市部でガソリン
又は天然ガススタ
ンドとの併設可能
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n ２０１４年１２月に世界で初めて市販開始された燃料電池自動車「MIRAI」（トヨタ自動車）の第一号が、
２０１５年１月に内閣官房、経済産業省、国土交通省、環境省に納車。

n この納車式において、安倍総理より、セルフスタンドを可能にする等の規制見直しについて、規制改革会議
で議論していく旨を発言。

いよいよ、水素時代の幕開けだと思います。出足もいいし、静かで、本当に快適でした。全省庁で導入したいと
思っています。そして、更に進めていく上においては、今までも多くの規制を緩和・撤廃してきましたが、更なる規
制改革、そして技術開発、この二本立てで前進させていきたいと思っています。
また、それだけではなくて、水素においても、セルフスタンドを可能にするために、規制改革に取り組みたいと。

そのために、規制改革会議において議論してまいりたいと思っています。いずれにしても、大変乗り心地が良くて、
そして車もスタイリッシュですし、環境にも優しい、新しい時代を切り開いていくものと確信しています。

【 実用燃料電池自動車第一号車納車式（15.1.15） 】

＜納車式での安倍総理発言＞

水素ステーションに係る更なる規制の見直し①
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蓋構造FRPCr-Moライナー

水素ステーションに係る更なる規制の見直し②

n ２０１４年６月に産学官のメンバーからなる協議会にて、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定。本ロード
マップでは、２０２０年頃までに、水素ステーションの整備コスト及び運営コストを半減することとしている。

n この目標の達成に向けては、更なる規制の見直しを進めていくとともに、技術開発支援、標準化等の施策を
総合的に進めることが必要。

【 今後取組を進めていく規制見直しのイメージ（※今後、具体的に検討） 】

①セルフ充てん ②新型の水素タンク

（※）いずれも高圧ガス保安法関係

＜概要＞
n保安を確保するための体制面、技術面の検討・開発を

行い、セルフ充てんのハード・ソフトの基準整備を行う。
（例：ノズルの落下等の取り扱い中のケガ防止のための

ノズルの更なる軽量化や取扱方法の整備、－40度に
冷却されたノズルの凍傷予防措置、ドライバーの講習
の実施 等）

nなお、ガソリンスタンドについては、平成１０年の消防法
改正によりセルフスタンドが実現。

＜効果＞
n水素ステーションの運営コストの削減につながる。

＜概要＞
n高価な炭素繊維の使用量の削減が可能

である複合圧力容器を水素ステーション
に使用するための基準整備を行う。

＜効果＞
n容器全体を覆う場合に比べて、炭素繊維

が減少することによるコスト削減。

炭素繊維の使用量を削減

金属製ライナー 炭素繊維 蓋構造
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ホンダ

＜2014.11.17＞

n 燃料電池自動車のコンセプトカー
を発表

n 2015年度中に日本で販売開始す
ることを発表。

トヨタ自動車

＜2014.12.15＞
n 燃料電池自動車「MIRAI」を販売

開始（税込価格723.6万円）

＜2015.1.6＞

n 燃料電池自動車等に関する特許
約5,680件の無償提供を発表

ＪＸ日鉱日石エネルギー 岩谷産業 東京ガス

神戸製鋼

＜2014.10.1＞
n 水素ステーション事業を専門に行う

「(株)ENEOS水素サプライ＆サービ
ス」を設立。

＜2014.11.12＞
n 年度内に１１箇所の水素ステーション

を開所すると発表

＜2014.12.25＞
n 海老名市に商用水素ステーションを

開所
n 水素販売価格を1,000円/kgに決定

＜2014.7.14＞
n 国内第１号となる商用水素ステーショ

ンが兵庫県で開所

＜2014.11.14＞
n 水素販売価格を1,100円/kgに決定

＜2014.12.10＞
n コンビニ併設スタンドの展開を発表

＜2014.12.18＞
n 商用ステーションを練馬区で開所

＜2015.1.8＞
n 水素販売価格を1,100円/kgに決定

n 練馬（東ガス）、海老名（JX）のステー
ションには同社製圧縮機等が採用

＜2014.2.24＞
n パッケージ型水素ステーションを発表

東京都

＜2014.11.14＞
n 補正予算案として、燃料電池自動車の導

入支援、水素ステーションの整備費・運営
費支援策を発表

＜2014.11.18＞
n 「水素社会の実現に向けた東京戦略会

議」（座長：橘川一橋大教授）の中間取り
まとめを発表

【参考】 燃料電池自動車・水素ステーション関連の最近の動向
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